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守るべき農地とは？

基本的には
農振農用地

実際は、地域ごとに異なる

耕作放棄地が増
えると、気持ちも
沈んでくる

集落が農の営みを
諦めた時、その集
落は消滅に向かう

中山間地域等直
接支払の対象
農地を守る

多面的機能支払
の対象農地
を守る

基盤整備した
農地を守る

例えば

２

地域が決める

農業利用か保全・林地化に区分け



• 本質は、「策定作業（地域での話合い）を通じて、地
域の人たちが地域の将来を考える機運を創り出すこ
と。そして、具体的な行動を起こすこと」にある

• 守るべき農地→現況把握→１０年後を思い描く

• 担い手が十分確保 → 集約化（ゾーニング）

• 耕作者がいない農地→受け皿が必要との共通認識

• 決められなければ、ブランク（白地）でもいいが・・・

• 受け皿づくりの検討を進める → 随時更新

地域受け皿経営体育成協力金（Ｒ６新規予算）

• 担い手の高齢化と農業労働力不足を考えると、今回
がラストチャンスかも！目指すべき将来の姿を描き、
新たなチャレンジを始める「次の一歩」を！

３

地域計画はラストチャンスかも！



４

出し手農家

受け手がいる 担い手へ集積

受け手がいない どうするか

自作希望農家

経営コストを示すなどし
て、担い手への貸し出
しを勧める

推奨しない※
自作希望農家は、農地・農業
との関係を持ち続ける重要な
存在。地域の守るべき農地を
守る一員（受け手）

できるうちは営農を続
けてもらう

できなくなったら
どうするか

※ その解決策となり得る「地域まるっと中間管理方式」を紹介

みんなの想いを叶えるシステムは？



• 守るべき農地を丸ごと農地中間管理事業を活用して
守る方式

進め方は次のとおり

• ①集落等を範囲として非営利型一般社団法人を設
立し、担い手・自作希望・出し手みんなが会員となる

• ②地域のすべての農地を農地バンクを経由して一
般社団法人が丸ごと借受

• ③まだ耕作できる自作希望農家とは特定農作業受
委託契約を締結し、従来どおり耕作を続けてもらう

• ④耕作できなくなったら、一般社団法人が直接経営
する

５

「地域まるっと中間管理方式」とは？



• 担い手同士及び自作希望農家が共存できる。それ
は、特定農作業受委託方式をとることにより成り立
つ

• 中山間地域等直接支払、多面的機能支払等の取組
の受け皿になる

• 設立が簡便

• 機構集積協力金等は非課税（収益事業以外は非課
税）

• 事業の制限がないので、商工業者も加入できる。定
款に位置付ければ基金出資も受けられる。

総合的に地域づくりに取り組みたい地域に適した方式
６

地域まるっと中間管理方式のメリット



地域まるっと中間管理方式の仕組み

農地バンク

出し手

自作
希望

受け手
(担い手)

一般社団法人（非営利型）を設立し、
営農部門（直接経営）と地域資源管
理部門（農地の維持・管理等）の両
方を担う方式

集落

一般社団法人（担い手）

①設立

加入

出し手

受け手
(担い手)

借受

地域には、担い手、出し手、自作希望な
ど様々な農家がいて、様々な想いがある

②出し手は勿論、
担い手も自作希望
農家も地域のすべ
ての農地を農地バ
ンクに貸し出す

③貸付

④直接経営に携わる担い手以外の担い手、
自作希望農家に対しては、一般社団法人
から特定農作業受委託を行う

担い手

担い手

Ｊ Ａ

できれば加入

自作
希望

出し手

出し手

営農部門（直接経営を行う）
地域資源管理部門（農地の維持・管理等）

機構集積協力金

交付

直接経営

特定農作業受委託

７



特定農作業受委託とは？

８

農作業を委託することを約した契約であり、
①受託者が農産物の生産のために必要な基幹的な作業を行うこと
②生産した農産物を受託者の名義で販売できること
③その販売による収入の程度に応じ、その収入を農作業及び販売
の受託の対価として充当すること
→ 契約を締結すると、販売権は受託者にある

甲（一般社団法人） 乙（自作農家等）

委託

受託

一般社団法人は受託者から
一定額を徴収し、徴収した一
定額は、農地バンクへ支払う
賃料に充当される

基幹的な作業
稲：耕起・代かき、田植、収穫・脱穀
麦・大豆：耕起・整地、播種、収穫
その他の作目：稲、麦、大豆に準ず
る作業



農業は収益事業ではない！

物品販売業㊟ 不動産販売業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業

製造業 通信業 運送業 倉庫業 請負業

印刷業 出版業 写真業 席貸業 旅館業

料理店業その
他の飲食店業

周旋業 代理業 仲立業 問屋業

鉱業 土石採取業 浴場業 理容業 美容業

興行業 遊技所業 遊覧所業 医療保健業 技芸教授業

駐車場業 信用保証業
無体財産権の提
供等を行う事業

労働者派遣業

法人税法上の収益事業とは次の３４事業で、継続して事業場を設けて行われるもの（法人税
法施行令第５条第１項）

㊟物品販売業には、公益法人等が自己の栽培等により取得した農産物等をそのまま又は加
工を加えた上で直接不特定又は多数の者に販売する行為が含まれるが、当該農産物等（出
荷のために最小限必要とされる簡易な加工を加えたものを含む。）を特定の集荷業者等に売
り渡すだけの行為は、これに該当しない。（法人税法基本通達第１５条第１項第９号）

９



・Ｈ１２年度から中山間直接支払の取組を開始
・数年前から法人化を構想
・一般社団法人おいでん・さんそんの運営

若いＩターン者が移住
・機械作業やライスセンター作業も、Ｉターン者の
季節労働が主流になりつつある

一般社団法人押井営農組合

設 立：Ｈ２３．１２
（集落の農地を地域で守る意識の高まり）
農地面積：田７．６ｈａ（うち５ｈａで米を栽培）
組合員：２７戸（すべての地権者が加入）
農業機械：共同利用
機械作業担い手：３人（Ｉターン１人含む）

押井営農組合（集落営農組織）

合意形成：Ｈ３０．１２．２２
（押井営農組合総会で承認）

定款認証＆設立：Ｈ３１．１．８
借受希望者：Ｈ３１．１．２８（応募）

Ｈ３１．２．１（リスト公表）
経営改善計画認定：Ｈ３１．２．２２
集積計画＆配分計画：Ｒ１．１２．４公告

機構事業で農地集積・集約化

一般社団法人押井営農組合

法人化

加入

取組の経過

・山村集落を守る想いを共有する人の集まり
・中山間、多面的等取組を一体的に運営できる
（会計を区分して運営）
・馴染みがある

地域まるっとを選択した理由

担い手

自作希望 自作希望

直接経営

特定農作業受委託

自分でできない作業は法人に委託

・直接経営の主な収入は農作業料金
・この方式でないと法人経営が赤字
・「集落の農地は自分たちで守る」の想い
・中山間地域の一つのモデル

特
徴

１０



新しい家族
（契約者）

押井の里家族
（営農組合）

WIN-WINの関係

一つの家族となって、自分
たちが食べる安全で美味し
いお米を自給します

・「農の営み」が続
き農地が守られる

・集落が消滅の危機か
ら救われる

・「関係人口」が生ま
れ暮らしが楽しくな
る etc.

・安全で美味しいお
米が確保できる

・地球や人に優しい
消費に貢献できる

・自然や人の温もりを
感じ暮らしが楽しく
なる etc.

押井の里のメリット 新しい家族のメリット

親戚の米を
少し多めに
作るような

もの

少し横着な
「棚田オー
ナー」のよ
うなもの

「米の自給家族」

１１

生産者と消費者がつながり双方が豊かになる
「源流米ミネアサヒＣＳＡプロジェクト」

栽培経費（１俵３万円）を負担する「米の自給
家族」を提唱（自給家族R2.12.10商標登録）



①農業経営基盤強化促進法第２３条を活
用した全国初の事例

地権者の３分の２以上が構成員となってい
る漆立農用地利用改善組合が特定農用地
利用規程を定め、一般社団法人を特定農
業法人に位置づけ、町から認定を受けた

②紫波町は、農地有効活用リーディングプ
ロジェクトの１つに、「地域の農地を一元的
に管理する一般社団法人の設立」を位置
づけ、普及を目指している

一般社団法人里地里山ネット漆立

紫波町の西部に位置する中山間地域
農家：４０戸 農業就業人口：５４名

（うち認定農業者２名） 半数が６５歳以上
農地面積：６０ｈａ （うち水田：５２ｈａ）
兼業農家が多く、水稲を中心に野菜などを栽培
Ｈ１８ 漆立集落営農組合設立

経理の一元化、一元販売
Ｈ１９ 漆立れいすいの里を守る会設立

（農地・水・環境保全事業）

紫波町漆立地区の概要

・令和元年１０月、大規模水稲経営者が急逝したこ
とがきっかけで、地域農業の将来を考える機運

・漆立集落営農組合の組合長が役場に相談し、
「地域まるっと中間管理方式」を紹介された
・令和元年１２月 法人化説明会
メリットを説明し、多くの農家がすぐに受入

・令和２年２月 説明会
法人設立同意書、農地貸出同意書集約

・令和２年７月 説明会
農地バンクへの農用地貸出希望申込書集約

課題と取組経過

ポイント

１２

Ｒ２．８ 設立（東北地方初）
漆立集落営農組合を発展的に改組

会員 ４２名
代表理事 漆澤 清孝氏（集落営農組合長）
集積面積 ４６．２ｈａ
地域集積協力金 約１千万円
中山間地域等直接支払交付金の受け皿
Ｒ２．１２ 特定農業法人の認定（全国初）

（認定農業者とみなされる）
Ｒ３．２ 各農家と農地バンクが賃貸借ｊ契約
Ｒ３．４ 営農開始
Ｒ３．９ 指定棚田地域活動計画認定

里地里山ネット漆立の概要



一般社団法人ＴＡＲＩ

鳥取県の最西南部に位置する日南町の中でも
最西南にある中山間地域
人口減少、担い手不足から自治会組織を広域
化し、４自治会を統合（盆踊り、神事等）
農業も４集落を１つとして考える

日南町多里地区の概要

人・農地プランの話し合いを３～４年続け、法人
や担い手への集積を模索したが、まとまらず
Ｒ２．３ 一般社団法人押井営農組合を視察
Ｒ２．１２ 一般社団法人ＴＡＲＩ設立

（設立時社員５名）
Ｒ３．１ ７０．４ｈａ集積（地域内農地の約８割）

取組経過

鳥取県農地バンクからの農地借受事業
地域資源保全事業
農業経営事業
農作業受委託事業
産業用ドローンを用いた空撮、病害虫防除
農業施設、機械などの整備、購入
鳥獣害対策
中山間地域等直接支払交付金事業
多面的機能支払交付金事業
農産物加工・販売事業
農泊・民泊事業
農業後継者確保のためのＩ・Ｊ・Ｕターン事業
その他法人の目的達成に必要な事業

令和４年度は、赤色で示した５事業（交付
金事業を１事業として）に取り組んだ

ポイント

①新規参入者が代表理事

②Ｕターン女性を事務員として
雇用し、交付金事務を行う（集落
支援員制度を活用）

③地域集積協力金は次世代の
担い手、後継者の育成と共同利
用機械の購入原資にのみ充当

地域の想い
地域の維持が一番
担い手だけでは農地を守れない
自作希望農家を含め多くの協力が必要

１３



一般社団法人大野もっこりの郷

岩手県西部に位置し、秋田県との県境にある
豪雪地帯
世帯数：４２世帯 人口：１３７人
高齢化率：４９．６％ 農地面積：約８０ｈａ
大野集落営農組合（任意組合）が約３３ｈａ、２
つの法人（有限会社）が約１７ｈａを耕作

西和賀町大野地区の概要
Ｈ１６ 設立
Ｈ２１ 大豆栽培に挑戦（クボタの大豆プロ
ジェクトの実証地域に選ばれ、反収２５０ｋｇ

Ｈ２２ 本格的に営農開始 ８ｈａ
（そば５．３ｈａ、大豆２．２ｈａ等）

Ｒ３ ３３ｈａ（そば１５ｈａ、大豆９．３ｈａ等）
まちづくり、６次産業化、交流人口の拡大等

大野集落営農組合の概要

大野区（行政区）
大野集落営農組合

大野集落協定推進組合
大野農地水環境保全会

エリアが同じ

一般社団法人大野もっこりの郷

R３.９.１０設立

任意組合のままでは機械を所有できない
機械化を進める上で組合の法人化が課題であった

農事組合法人や株式会社についてもいろいろと検討
してきたが、上手く折り合わず、「地域まるっと中間管
理方式」に至った
Ｒ２．１２ 組合長から現地指導の協力要請
Ｒ３．７ 現地を訪問し、集落での研修会で講演

定款作成、農地集積の進め方に助言

課題と取組経過

６２ｈａ
集積

①集落維持のための組織
②行政区と１：１で対応

③中山間地域等直接支払、
多面的機能支払の一体的
運用

１４



新規就農者は農業経
営、地域資源管理、
中山間、多面的、集
落営農活性化プロ
ジェクトから給料を確
保。不足の場合は農
業以外の仕事で補う

１５

こうすれば一般社団法人の経営は成り立つ

農地バンクからの農地借受事業
地域資源（農地）管理事業（非課税）
農業経営事業（収益事業と想定）
特定農作業受委託事業

（法人の事業会計には含まれない）
中山間地域等直接支払交付金事業（非課
税）
多面的機能支払交付金事業（非課税）
前各号に付帯又は関連する一切の事業
その他当法人の目的達成に必要な事業

Ｑ：誰が事務を担い、その手当ては？
Ａ：ポイント２：新規就農者が事務を担い、各事業
会計から給料手当を確保（横串にさすイメージ）
地域資源管理事業では機構集積協力金が原資
となる（会費、基金も可）
先行事例の多くは役員が担っている。中山間・
多面的交付金事務を引き受け、Ｕターン者を雇用
した事例もある（集落支援員制度を活用）

ポイント１：中山間、多面的活動を一体的に運営

Ｑ：担い手はどう関わればいいか
Ａ：担い手のうち誰か１名が直接経営に携わって、
新規就農者の育成指導に当たり、ともに直接経営
を担う姿を想定

一般社団法人の事業

Ｑ：役員、従業員の報酬・給料をどう確保するか
Ａ：農業経営事業会計では、収益（販売収入、農
作業料金等）から生産費等を差し引いた分が報
酬・給料となる →
ポイント３：有利販売、再生産価格での買い支え、
地域ブランドの創出等を行う
この給料で不足する場合は、多業で生計を立て
る半農半Xの提案（Xは買い物支援、移動支援、高
齢者福祉など地域内にある農業以外の仕事）

まとめ



• まるっと方式のメリット、仕組み、先行事例を紹介

• まだ耕作できる自作希望農家とは特定農作業受委
託契約を締結し、従来どおり耕作を続けてもらう

• 総合的に地域づくりに取り組みたい地域に最適

• 非営利型一般社団法人は農村ＲＭＯになり得る

• 新規就農者は農業経営、地域

資源管理、中山間、多面的等

から給料を確保。不足の場合は

農業以外の仕事で補う（地域おこし

協力隊、集落支援員も検討）

まとめ（本日の講演のポイント）

１６



参考資料

１７



○農地中間管理事業は、知事が認可した公的機関である農地中間管理
機構（農地バンク）が、農地を貸したい農家から農地を借り受け、規
模拡大を図る農家にまとめて転貸する仕組み

○担い手（受け手）の想い

・効率的安定的な経営の確立

・規模拡大

・農地の集約化（分散錯圃の解消）

・農地、水路、農道などの地域資源の保全管理に対する負担の

増加を懸念

農地集約化の
イメージ

ウィンウィンの農地利用（農地の集約化）
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地域集積協力金の活用
交付要件：いずれか一方を満たすこと
（１）以下の①・②のいずれか一方を満たすこと
①交付対象面積の１割以上が新たに担い手に集積されること
②地域の農地面積に占める同一の耕作者の１ｈａ以上（中山間地域及び樹園地は０．５ｈａ以
上）の団地面積の割合が１０ポイント以上増加すること
（２）交付単価区分１の地域にあっては、農地バンクへの貸付総面積に占める１ｈａ以上（中山
間地域は０．５ｈａ以上）の団地面積が１０％以上であること

農地バンクの活用率

交付単価
一般地域 中山間地域

区分１ 20%超40%以下 4%超15%以下 1.0万円/10a

区分２ 40%超70%以下 15%超30%以下 1.6万円/10a

区分３ 70%超80%以下 30%超50%以下 2.2万円/10a

区分４ 80%超 50%超80%以下 2.8万円/10a

区分５ 80%超 3.4万円/10a

・地域計画を策定した区域、協議の場を設置した区域等が対象
・貸付期間が６年未満の農地は交付対象外（農地バンクの活用率の算定には加算）
・農作業受託の場合は、基幹３作業を１０年以上、交付単価は１／２

○農地バンクの活用率
農地バンクへの貸付総面積（累積）

地域の農地面積

○交付対象面積は、農地バンク
への貸付面積＆農作業受託面積

○中山間地域は、農林統計上の
中間農業地域又は山間農業地域
（旧市区町村別）等
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集約化奨励金の活用
交付要件：翌々年度までに満たすこと
地域の農地面積に占める同一の耕作者の１ｈａ以上（中山間地域及び樹園地は０．５ｈａ以
上）の団地面積の割合が１０ポイント以上増加すること

交付対象面積：以下により新たに団地化（増加）した面積
・農地バンクからの転貸面積
・農地バンクを通じた農作業受託面積（基幹３作業以上）
・同一年度内で「地域集積協力金」との重複交付が可能
・過去に「地域集積協力金（集約化タイプ）」の交付を受けた農地は対象外

２０

地域の団地面積の割合
交付単価

（農作業受委託）

区分１ １０ポイント以上増加
１．０万円/10a

（０．５万円／１０ａ）

区分２

２０ポイント以上増加
３．０万円/10a

（１．５万円／１０ａ）既に３０％以上の地域は１団地当たり
の平均面積が１．５倍以上

交付単価表



１０年後の担い手は大丈夫？
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• ５年後なら、今のままでも何とか繋いでいける

• しかし、１０年後は厳しい！

• そんな地域が多い！！

• どうすればいいのか
新規就農者を呼び
込むしか方法はない

受け皿づくりが必要



地域の課題と方向性 田園回帰の波

生産構造分析とは：
①先ず、各産地において、農家ごとの経営規模、経営主の年齢、
後継者の有無、現在の出荷量などを把握

②次に、産地関係者が集まり、各農家の５年後と１０年後を客観
的に判断し、規模拡大農家、現状維持農家、規模縮小農家、離
農農家の４区分に分けて、農家ごとの５年後と１０年後の出荷量
を客観的に予測

③そして、その出荷量を積み上げて、産地の将来の生産力を予
測。文字どおり、産地の生産構造を分析

担い手の高
齢化と農業
労働力不足

守るべき農
地をみんな
で守る

外部からの
新規就農者
を確保

・若者の価値観の多様化
・都市部での雇用環境の悪化
・インターネットやＳＮＳの普及
・地域おこし協力隊事業の広がり
・新規就農支援事業などの担い手対策

・ふるさと回帰支援センターにおける移住相談件
数の増加（半数は２０～３０代）

・４９歳以下の若い就農者は２万人前後で推移
（新規参入者は１０年前と比べ２倍以上に増加）
・若者は農村に大きな魅力を感じている
・愛知県農業大学校学生の約７割は非農家出身
・愛知県の新規就農者の約４割は新規参入者

背景にあるのは

マッチング

魅力ある地域づくり
何とかしたいと行動
を起こすこと

成否を分けるポイントは？
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田園回帰の波をどう生かすか
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令和４年新規就農者調査結果(４９歳以下)
新規自営農業就農者：家族経営体の世帯員（農家からの就農）

新規雇用就農者：調査期日前１年間に新たに法人等に常雇いとして雇用されることにより、
農業に従事することとなった者

新規参入者：土地や資金を独自に調達し、調査期日前１年間に新たに農業経営を開始した
経営の責任者及び共同経営者

計
就農形態別

新規自営農業就農者 新規雇用就農者 新規参入者

平成２６年 ２１，８６０ １３，２４０ ５，９６０ ２，６５０

令和４年 １６，８７０ ６，５００ ７，７１０ ２，６５０

新規就農者数は、平成２７年（７年前）をピーク（２３，０３０人）とし、その後減少傾向
農家からの就農者のシェアは、平成２６年６０．６％から令和４年３８．５％に減少
非農家からの就農者のシェアが６０％を超える
非農家からの就農者のうち、新規雇用就農者の占めるシェアは７４％（約３／４）
新規参入者は、８年前と同数



根幹は「魅力ある地域づくり」

担い手の確保育成

魅力ある地域づくり

農地利用の最適化

集落全員で農地を守る

担い手不在、担い手不足地域

地域に若者がいなければ

担い手の確保育成、農
地利用の最適化は、「魅
力ある地域づくり」の上
に成り立つ

Ｕターン、Ｉターンにより
若者を地域に呼び込む

そのために必
要なことは？
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「魅力ある地域づくり」とは？
夢を語ることができる活動 地域ブランドの創出 消費者に応援してもらう

地域の人たちが生き生き
として、楽しく活動する
こと

周りにも楽しい雰囲気が伝
わる→若い人たちを地域に
呼び込むことにも繋がる

大前提は「地域の話し合い
による合意形成」

多くの地域で合意形成がな
かなか進まない

なぜ？

将来の展望が拓けない

儲かる展望が拓けない

なぜ？

しかし

「地域の顔」となる「地
域ブランド」を創り出す
→地域に誇りが持てる

水田＋畑地も考える

地域をしっかり見つめ直す

「珍しさ」「健康」「アンチエイ
ジング」等をキーワードとし、
地域に適した作目絞り込み

どこへ、どのように販売
していくのか

売り先を確保し、契約栽培
や契約取引をすれば、通常
以上の利益確保が見込める

目指すのは「消費者に応援
してもらえる地域づくり」

地域内住民、地域出身者、
地域に関心を寄せる人たち
に応援してもらう

自分たちの地域の想いを日
常的に発信して消費者を地
域に呼び込む活動、地域に
関心を寄せる消費者に地域
ブランドの付加価値を評価
してもらう取組が重要

何とかしたい
と具体的な行
動を起こそう
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費用はいくらかかるのか
設立費用は、すべて自分で設立手続きを行う場合、定款認証手数料、登録免許税等で１２万円

程度必要。設立後は、利益が発生していなければ、法人住民税（均等割のみ）及び消費税が該当。
（法人税、法人住民税（所得割）及び法人事業税の負担はない）

時期 区分 概要

設立時
（すべて自分で
設立する場合）

定款認証手数料 ５万円（電子定款認証は手数料０円）

登録免許税 ６万円

証明書類の取得等

定款の謄本費用：２千円程度
印鑑証明書交付手数料：千円程度
代表者印代金：千円くらい～
履歴事項全部証明書：５００円／通

設立後

法人税 所得×１５％（８００万円以下） ２３．２％（８００万円超）

法人住民税
（県民税・市町村民税）

所得割（県１％、市町村６％）
均等割（県21,000円、市町村50,000円）

法人事業税 所得×３．５％（又は５．３％、７％）

消費税

基準期間における課税売上高
１千万円以下：免税
１千万円超５千万円以下：簡易課税適用

２６

＊愛知県の場合



「非営利型法人」の要件は？
一般社団法人は、定款の定めによって非営利性を徹底することにより「非営利型法人」に該当

すれば、法人税法上、公益法人等として取り扱われ、収益事業にのみ課税される。

非営利性が徹底された法人 共益的活動を目的とする法人

定 義

その行う事業により利益を得ること又は
得た利益を分配することを目的としない
法人であって、その事業を運営するた
めの組織が適正であるもの

会員に共通する利益を図るための事業
を行う法人であって、その事業を運営す
るための組織が適正であるもの

要 件

次のすべての要件を満たすもの

①剰余金の分配を行わない旨の定めが定款にあ
ること

②解散時の残余財産を国・地方公共団体・公益法
人に帰属させる旨の定めが定款にあること

③剰余金の分配など定款の定めに反する行為を
行ったことがないこと

④理事及びその理事の親族等である理事の合計
数が理事の総数の３分の１以下であること

次のすべての要件を満たすもの

①会員相互の支援、交流、連絡その他の会員に共
通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的と
していること

②会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又
は当該金銭の額を社員総会の決議により定める旨
の定めが定款にあること

③特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権
利を与える旨及び残余財産を特定の個人又は団体
（国・地方公共団体等は除く）に帰属させる旨の定め
が定款にないこと

④理事及びその理事の親族等である理事の合計数
が理事の総数の３分の１以下であること
⑤主たる事業として収益事業を行っていないこと

⑥特定の個人又は団体に特別の利益を与えないこ
と
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守るべき農地を守るため、管轄地域内の農地利用の最適化と担い手の確保育成を
通じて、会員に共通する利益を図る活動を行う

目的

構成員 事業 農地利用

・農地バンクからの農地借受事業
・地域資源（農地）管理事業
・農業経営事業
・特定農作業受委託事業
・中山間地域等直接支払交付金事
業等
・前各号に付帯又は関連する一切
の事業
・その他当法人の目的を達成する
ために必要な事業

・理事３名
うち１名が代表理事

・監事１名
・役員以外の設立時社員
・法人の農業経営に常時
従事する会員（従業員）
・上記以外の会員
代表理事及び法人の農業経営に
常時従事する会員（従業員）の社
会保険料の２分の１を法人が負担

直接経営

特定農作業受委託

保全管理

収益 費用 利益

農産物販売収入 資材費、燃料費等生産費
常時従事する者の社会保険料
生産販売に関わった者の報酬・給料

法人としての利益（所
得）は発生しない（さ
せない）

一般社団法人の運営イメージ
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一般社団法人のメリット・デメリット①
一般社団法人やＮＰＯ法人も農地を借りて農業をすることができる。認定農業者にもなれる。

一般社団法人
（非営利型）

農事組合法人 株式会社

根拠法
一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律

農業協同組合法 会社法

資本金 － あり あり

構成員
社員２名以上
（実質４名以上）

農民３名以上 １名以上

事業の制限 制限なし
農業経営法人の場合、
農業・農業関連事業に
限定

制限なし

法人課税 収益事業のみ課税 全所得課税
（従事分量配当１５％、１９％）

全所得課税
（１５％、２３．１％）

登録免許税 ６万円 非課税
資本金の額の7/1000
（15万円に満たない場

合は15万円
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一般社団法人のメリット・デメリット②

３０

一般社団法人
（非営利型）

農事組合法人 株式会社

定款認証
必要

（電子定款手数料０円）
不要 必要

組織変更
他の法人形態への

変更不可
株式会社又は一般社団

法人に変更可
農事組合法人への

変更不可

自作希望農家
の対応

特定農作業受委託 法人名義で販売 －

中山間・多面
的等の取組

受け皿になれる 想定していない －

機構集積
協力金

非課税 課税 課税

商工業者の
基金出資

可（定款に位置づけ） 不可 －

中山間地域等条件に恵まれない地域で、「農地を守る」「地域農業を守る」「集落を維持する」こ
とを目的とするなら、一般社団法人（非営利型）が最適である！



「地域まるっと中間管理方式」取組一覧
A B C D E F G H

所在地 豊川市 豊田市 小浜市 紫波町 日南町 津山市 奈良市 西和賀町

設立 H30.6 H31.1 H30.5 R2.8 R2.12 R3.4 R3.8 R3.9

地域区分 中間 山間 平地 中間 山間 平地～山間 山間 山間

法人化支援事業 － ○ － ○ － ○ ○ －

集積面積(ha) 34.5 8.5 71.1 46.2 70.4 17 22.3 62

機構から農地借受 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域資源管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

農業経営 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

農作業受委託 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中山間地域等直接支払 － ○ － ○ ○ － ○ ○

多面的機能支払 － － ○ － ○ － － ○
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①法人設立後、７ｈａを経営する
認定農業者が亡くなったが、法
人に利用権があり、スムーズに
次の担い手に引き継げた

②毎年、特定農作業受委託契
約を変更して集約化を推進

一般社団法人太良庄荘園の郷

若狭湾に面する小浜市にあり、稲作主体の農
家が大部分を占め、水田地帯が一面に広がる
平地農業地域
世帯数：６７ 人口：２６０人 水田：７３．５ｈａ
１つの農事組合法人と４人の認定農業者がい
るが、分散したほ場で耕作を行っている
高齢化が進行、後継者不在の認定農業者も有

小浜市太良庄地区の概要

①担い手が耕作を続けられなくなった場合、ス
ムーズに次の担い手に引き継いでいけるか

②農道や水路の補修、清掃、獣害防止柵の維持
管理などを農家だけで守っていけるか

農地利用最適化推進委員を務める地区のリー
ダーがインターネットで「地域まるっと中間管理方
式」を知り、その仕組みを学んで地区に提案

リーダーは、「うちの地域にぴったりの仕組み。あ
る農家が離農する場合でも、配分計画を変えず
に法人内の利用調整だけで他の担い手にスムー
ズに引き継げる。地区が直面している課題に対し
てこれほど適切な解決方法は他にない」と確信

課題と取組経過

ポイント
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Ｈ３０．５ 設立（全国初）
会員 ４１名（個人４０、法人１）
代表理事 個人の認定農業者
集積面積 ７１．１ｈａ（集積率９７％←８６％）
会費 個人１，５００円、法人５，０００円
運営資金 耕作者 ５００円／１０ａ
地域集積協力金は積立金として特別会計へ
直接経営 １ｈａ（そば）
特定農作業受委託契約 ３０名
認定農業者 ４名（１法人を含む）
兼業農家 ８名
地区外耕作者 １１名など
営農部門：直接経営、農地の利用調整
保全部門：農地や農道など地域資源の保全
「太良庄荘園の郷保全隊」が担う

多面的機能支払交付金

「太良庄荘園の郷」の概要


